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就学援助についてのおしらせ 理篭名、

(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変したご家庭へ)

吉岡町では、町立小中学校に通学する児童生徒がいるご家庭で、経済的な理由により就学費用

の負担に心配がある場合、学校生活で必要な費用の一部を援助する制度があります。

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変して就学費用の負担が困難なご家

庭で、町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対しても、1颯史的L就学援助費を支給するこ

とになりました。通常、前年の収入を判定基準としますが、今回は、特例として令和2年 1月 から6月

までの収入を判定基準とします。

つきましては、申請を次のとおり受け付けます。

σ 申請期間 σ 配付後～令和2年9月 18日

配付先・提出先
申請書類の

在籍する学校 または 吉岡町教育委員会事務局教育総務室

(町文化センター内・図書館の向かい側)

*提出書類*

①就学援助費交付申請書 (令和2年 1月 から6月までの収入を判定基準とします。)

り1家庭につき1枚 (兄弟姉妹がいる場合でも1枚で申請できます。)

②添付書類

O父母及び収入のある家族全員の収入等がわかる書類の写し

・令和2年 1月 から6月 までの給与明細書の写し

・会社などが発行する支払い証明書の写し(令和2年 1月 から6月 まで)

・令和2年 1月から6月 までの帳簿等の写し

・離職票の写しや退職証明書の写し

・税務署に提出した廃業届、税理士などが作成した証明書類

用品費・校外活動費・修学旅行費】一定められた限度額まで支給。

支払いが限度額に届かない場合は支払った額を支給。

*【・学校給食費・通学費,PTA会費・児童生徒会費・部活動後援費】…支払

った全額を支給。
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申請書に記載された日座に振り込みます。なお、支給

送付いたします。(窓 口でお渡しする場合もあります)

時期前に、振込予定通知を
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吉岡町立小中学校在籍の児童生徒で、下記の(1)、 (2)いずれかの条件に該当し、受付期間内に申請手続きを

して、吉岡町教育委員会が認定した家庭。

(1)児童生徒の保護者が、生活保護を受給している家庭 (「要保護児童生徒」)。

または、保護を受けていなくても保護を必要とする状態にある場合も含む。

(2)次のいずれかに当てはまる家庭。(「準要保護児童生徒」に相当する家庭)

ア 児童生徒の保護者が、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると認められる者。

イ 生活保護受給世帯以外の世帯の児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する者で、教育委員会が

援助を必要と認める者。

(a)生活保護が停止または廃止になつて、現在何も保護を受けていない者。

(b)地方税法に基づく町民税の非課税・減免措置を受けている者。

(c)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を支給されている者。

(d)学用品、通学用品等に不自由している児童生徒で、保護者の生活状態が極めて困難と認められる者。

(e)世帯全員の収入が基準額を下回り援助を必要とする者。

◎参 考 ◎

人 数

2人 父または母・小学生 1人 約228万 円

3人 父または母・中学生 1人・ 小学生 1人 約295万 円

4人 父 。母・ 中学生 2人 約 314万 円

※「収入基準参考額」は東京を基準とした1年間の家族全員の収入額です。お住まいの地域や生活保護基準額票の

改定、家族の年齢、住まいの状況等により変わります。あくまでも目安とお考えください。

注意事項  |

申請を受けた後、吉岡町児童生徒就学援助費支給要綱に基づいて、定例教育委員会にて審査を行います。認

定の可否については定例教育委員会終了後順次通知予定です。

※ 既に通常の就学支援を受けている家庭は、重複してこの申請をすることはできません。

☆ 収入等の について ☆

就学援助費交付申請に伴う要件確認のための収入等がわかる書類が添付されていない場合→判定ができません!!!→

認定ができない → 支給が遅れる 等の状況が生じることがあります。*教育委員会事務局から確認連絡を取りますので

ご了承ください。*

左注意壺旦■_

この制度は免除制度ではありません。それぞれの費用については納入期限内に各ご家庭で納入を済ませてください。

★ その他、ご不明な点は吉岡町教育委員会事務局

教育総務室までお問合せください。
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i*問い合わせ先 *

吉岡町教育委員会事務局 教育総務室

電話:0279-54-3111 内線(594)
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家族構成 収入基準参考額


